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 「京都市における個人情報保護制度の見直しについて 答申（案）」に対するパブリック

コメントの実施結果について 

 

１ 募集期間及び応募方法 

 ⑴ 募集期間：令和４年６月２４日（金）～令和４年７月２５日（月） 

 ⑵ 応募方法：京都市情報館意見募集ページ（入力フォーム）、電子メール、ＦＡＸ、郵送、持参 

 

２ 周知方法 

  ホームページ掲載、市民意見募集冊子の配布（市役所案内所、情報公開コーナー、各区役所・支所、

各市立図書館等）、ＳＮＳ（facebook、Twitter、LINE）や京都市地域企業未来力会議メールマガジン

を利用した情報発信、京都駅前の電光掲示板での掲示 

 

３ 意見募集結果 

  意見書数：２４７件 

  意見総数：７４５件 

 

 ⑴ 年代別 

20 歳未満 2 0 歳 代 3 0 歳 代 4 0 歳 代 5 0 歳 代 6 0 歳 代 7 0 歳 代 8 0 歳 以 上 回答しない 合 計 

３１ ４３ ４３ ３８ ３３ １８ １９ ４ １８ ２４７ 

 

 ⑵ 居住地別 

市 内 市 外 回答しない 合 計 

２０４ ３３ １０ ２４７ 

 

 ⑶ 提出方法別 

入力フォーム 電子メール Ｆ Ａ Ｘ 郵 送 持 参 合 計 

２３５ ２ ０ ０ １０ ２４７ 

 

  



2 
 

 

 ⑷ 項目別 

項      目 件  数 

概要版 １０９ 

第１ はじめに ４１ 

第２ 個人情報保護制度の見直しに対する審議会の意見 ― 

１ 基本的な考え方 

２ 個人情報保護制度の比較 
４０ 

３ 条例改正事項についての審議会の意見 ― 

 全般について ４１ 

 項目１ 定義、適用対象 ５４ 

 項目２ 取扱いの制限 ６５ 

 項目３ 安全管理措置 ４７ 

 項目４ 個人情報の開示請求 ５３ 

 項目５ 訂正及び利用停止請求 ５５ 

 項目６ 個人情報ファイル簿、個人情報取扱事務目録 ５４ 

 項目７ 行政機関等匿名加工情報提供制度 ５１ 

 項目８ 審議会の役割 ５２ 

４ 条例改正に伴う運用事項についての審議会の意見 ５６ 

その他 ２７ 

合     計 ７４５ 

 

 ⑸ 御意見の概要 

お寄せいただきました御意見総数は、７４５件で、項目ごとでは、⑷の表で示した数となってい

ます。 

今回の市民意見募集では、個人情報の保護と利活用という改正法の趣旨を踏まえた貴重な御意見

や御提言を数多くいただきました。市民の皆様からいただいた御意見の内容としては、答申案に賛

同する趣旨の御意見が多く寄せられました。一方で、共通ルール化という改正法の趣旨に照らして、

条例では独自の規定を設けるべきではないとの御意見もありました。（詳細は別紙） 



別　紙　

・
・

・

答申案に賛同する。
制度の見直し内容に賛成である。統一ルー
ルとなっても国任せとせずにしっかりと取
り組んでもらいたい。
国から示されたルールを単に受け入れるの
ではなく、独自に何ができるかを検討し、
取りまとめられた答申であり異論はない。

・ 改正法では、個人情報の「保護」と「利活用」
の調和を図ることを目的に、共通ルールが規定
されています。この目的を京都市においても適
切に達成するためには、改正法の施行後も本市
の実情を踏まえた、利便性、透明性、客観性を
重視した円滑な制度運営が求められます。こう
したことから市の実情に適う独自の仕組みを条
例で規定することが必要となります。

・

・

法律で決められた全国共通ルールだけでな
く、独自に条例で「京都市の実情に適う独
自の仕組み」を作ることに賛成である。

京都市の個人情報の取り扱いについて、引
き続き、透明性や客観性を重視すべきとい
う点や、できるだけ実情に適う仕組みとす
べきという点はその通りである。

・ 京都市には長く個人情報保護制度を運用してき
た蓄積があり、市民サービスに直接携わる基礎
自治体である、京都市の実情に応じた仕組みを
加えることは重要と考えています。

・
・

・

・

独自の制度を規定することは意味がない。
改正法の趣旨に照らせば、条例での独自規
定は廃止すべきである。
独自制度を残すことはやむを得ないが、最
小限とすべきである。
全国共通ルールの意義を真摯に受け止め、
国の制度を上回る制度とすべきではない。

・

・

審議会が提言する独自の仕組みの内容について
は、改正法で規定される共通ルールと、京都市
がこれまで培ってきた個人情報保護制度の趣旨
を踏まえて、利便性、透明性、客観性を重視し
ています。
なお、個人情報保護委員会からは、個人情報の
保護と流通に直接影響を与える規定は認められ
ないとの見解が示されていますが、直接影響を
与えない手続き的な規定等を条例で定めること
は認められています。

パブリック・コメントでの意見に対する審議会の考え方

　１　答申(案)全体 （概要版、基本的な考え方等）について

主な御意見の要旨

●　答申(案)全体 (概要版、基本的な考え方等)

御意見に対する考え方
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・
論点１　「個人情報」の定義
個人情報の定義など、ベーシックなことは
極力、国の考えに合わせてほしい。それぞ
れで定義などをすると複雑化するだけだと
思う。

・ 個人情報の定義について、答申案は改正法の定
義と変わるところはありません。

・
論点２　要配慮個人情報
法で定める要配慮個人情報以外に、市で条
例要配慮個人情報を、追加で定める必要は
ないのか。

・

・

現行条例では取扱いに配慮がいる個人情報とし
て、思想、信条、宗教、人種、民族、社会的身
分、病歴、遺伝子に関する情報等を指定してい
ます。改正法の要配慮個人情報では、これらの
項目が要配慮個人情報に含まれています。
条例要配慮個人情報の改正法上の効果は、漏え
い時の個人情報保護委員会への報告と本人通知
ですが、答申案では、原則として本人通知を行
う仕組みを提言しており、条例要配慮個人情報
を規定することで生まれる本人通知の効果はす
でに組み込まれています。

・

・

論点３　新条例の適用対象
議会も、個人情報保護条例の対象にするこ
とは、賛成。
市議会を実施機関にしてしまったら、議会
の自律性を尊重した法律の趣旨に反するこ
とにならないか。

・

・

改正法が、議会の自律性を尊重し、適用対象か
ら除外した趣旨からすれば、実施機関に含める
か否かも議会の自律的な判断によるのが大前提
です。しかしながら、執行機関（市会以外の行
政）と市会の仕組みは同様のルールで実施され
ることがわかりやすいと考えます。
条例を一つにまとめて制定するか、別で制定す
るかは、審議会として関知するものではありま
せんが、市民にとってわかりやすく、条例の解
釈に支障が生じないことが必要です。

論点１　手段の適正性
（意見提出なし） 　―

・
論点２　本人外収集の制限
本人外収集の制限について新条例に規定す
る必要はないとしても、個人情報の不意打
ち的な利用をしないという意味でも、その
原則的な考え方は、今後も大事にすべきで
はないか。

・ 改正法では「不正な手段による取得の禁止」が
規定されており、さらに、「法令と利用目的に
よる保有の制限」、「目的外利用・提供の原則
禁止」、「不適正な利用の禁止」の規定とも合
わせて、本人の権利利益の侵害やそのおそれの
ある本人以外の者からの収集は認められないと
考えられます。改正法には現行条例と同様の考
え方が組み込まれています。

・
論点３　目的外利用・提供の制限
目的外利用時に、審議会から意見聴取する
「特に必要な場合」は、明確に示すべきで
はないか。

・ 目的外利用・提供するもので、市民の権利利益
の観点から専門的知見に基づき審議会の議論を
行うべきものは、国のガイドラインと具体的事
案の内容を受けて個別に判断することが、より
丁寧に案件を取り扱うことになると考えます。

・

論点４　電子計算機処理の制限、電子計算
機の結合の制限
電子計算機処理に係る審議会の関与は法律
に反するのではないか。

・

・

・

改正法第１２９条により、「特に必要である」
ときには、審議会に意見聴取することが認めら
れています。
電子計算機処理を行うにあたって、案件を全件
意見聴取することではなく、また審議会の了承
を要件にするものでもありません。
なお、審議会の今後の役割については、p.７
「項目８」の欄を参照ください。

　２　条例改正事項について

主な御意見の要旨 御意見に対する考え方

●　項目１　定義、適用対象

●　項目２　取扱いの制限
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・

・

・

論点１　委託・従事者の義務、責任者の設
置
デジタル化に賛成だが、セキュリティは
しっかりとしてほしい。
個人情報は適切に管理してほしいが、厳格
すぎる制度にならないようにすべきであ
る。また、世の中に役立つ利用をしてほし
い。
安全管理が最重要であり、明確な管理体制
の構築、情報漏えいが発生しないよう検討
し整備されたい。

・

・

・

安全管理措置については、改正法において、行
政機関等が保有する個人情報の適切な管理のた
めに必要な措置を講じることが規定されていま
す。
安全管理において重要なことは、法の規定や趣
旨が実際の実務に的確に反映されていることで
す。それを担保するため、市内部に個人情報管
理責任者を設置すべきであることを提言してい
ます。
あわせて、京都市が定めている「京都市情報セ
キュリティ対策基準」に基づき、ひとりひとり
の職員が、遵守すべき行為及び判断の基準を、
業務遂行時に的確に実行しているかについて、
審議会は、個人情報保護の運用状況の報告を求
めます。

・

・

論点２　漏えい等への対応
個人情報の漏えいがあった場合に管理義務
を再徹底する意味でも、本人に通知するこ
とを条例上位置付けて置くことは意味があ
ると思う。
個人情報が漏えいした際は、国が定めるも
のでなくても、本人に通知することは当然
である。

・ 個人情報が漏えいした場合には、早急に本人が
知り得る立場となる仕組みが本人の権利利益を
保護するために重要です。

・

論点１　代理人による請求手続、開示の実
施
任意代理人からの請求は、委任状の偽装等
が考えられるため、真正な代理権の授与の
確認は厳格にしてほしい。

・ 任意代理人による請求については、請求者の請
求手続を容易にする一方で、その代理が偽りで
あった場合には個人の権利利益を侵害するおそ
れがあるため、本人への連絡による請求の意思
確認を行うなど、慎重な実施が求められます。

・
論点２　開示決定期間
開示請求に対する決定の期間を、今のまま
の１４日間で維持することに賛成です。

・

・

個人情報の開示請求があってから、市で開示、
不開示の決定を行うまでの期間が開示決定期間
です。改正法では、開示決定期間は、３０日を
上限として条例でこれを短縮することができま
す。
市民の利便性確保の観点で短縮された開示決定
期間を取ることは望ましく、また、京都市では
現行の１４日以内がすでに定着しており、事務
上の支障が大きいものではありません。よっ
て、１４日以内を維持することを提言します。

・

・

論点３　開示請求に係る手数料
京都市の財政は厳しく、開示請求に係る手
数料は徴収すべきである。
開示請求の手数料については、請求目的に
応じた応分負担も検討すべきである。

・

・

個人情報の開示は、市に提出した自らの情報を
閲覧、確認し、市民の権利を保障する制度であ
ることから、人件費も含んだ特定人に対する役
務提供見合いである「手数料」にそぐわないと
ころがあると考えています。
なお、開示請求において、写しの交付を希望さ
れた場合には、その作成に要する費用（文書の
コピー代金や電子記録媒体の費用などの実費）
を、実際に交付する文書の量や記録媒体に応じ
て、請求者に御負担いただくことが適切と考え
ています。

論点４　不開示情報の範囲
（意見提出なし）

　
―

●　項目４　個人情報の開示請求

●　項目３　安全管理措置

主な御意見の要旨 御意見に対する考え方
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・

・

論点１　開示請求前置
開示請求前置の制度とすることは賛成で
す。
訂正請求において、開示決定等の前置手続
を求めない方が良い。他の方法により訂正
を求める個人情報が特定されている場合も
あり、その時であっても、開示請求を求め
ることは形式的過ぎるほか、開示請求が拒
否された場合、訂正請求等が不可能になる
ことは不合理である。

・

・

・

開示請求等の前置については、訂正請求の対象
となる保有個人情報の範囲を明確にし、制度を
安定運用するためのものです。
開示請求等の前置を設けることで、仮に請求者
が現在の市が保有する個人情報とは異なる古い
資料を保有していた場合でも、現状の正しい情
報の確認に繋がります。最新情報の確認から始
めることが、円滑な訂正手続にとって重要と考
えます。
開示請求が所定の手続に則して行われれば開示
は実施されるものであり、却下される場合は、
開示請求書の補正がなされなかった等、請求人
の協力が得られなかったという例外的なケース
であって、開示請求前置の採用は、訂正請求を
阻害するものではありません。

・

・

論点１　個人情報ファイル簿、個人情報取
扱事務目録
個人情報ファイル簿に目的外の提供先と利
用目的を明記することは良い取り組みであ
る。
1,000人未満の個人情報ファイル簿も整備
すべきである。

・

・

・

個人情報の目的外利用・提供において、その利
用目的と提供先を個人情報ファイル簿で公表
し、透明性を確保することを提言しています。
1,000人未満のファイルについては、個人情報
ファイル簿とは別の形式で、京都市が取り扱う
個人情報を網羅的に把握した一覧を公表するこ
とを提言しています。
一覧での公表をすることで、市民が自らの情報
を容易に把握できる仕組みを構築することが重
要です。

・

・

・

論点１　行政機関等匿名加工情報の提供
行政機関等匿名加工情報提供制度には賛
成。
行政が持つ様々なデータを民間に提供し、
社会に役立てるべきだと思う。
審査体制、加工水準や安全管理措置の確保
などの確実な運用を望むとともに、運用状
況の公表や成果を発信することも、大事で
はないか。

・

・

行政機関等匿名加工情報は、特定個人を識別で
きないように加工し、復元できないようにされ
た情報であるため、安心・安全なデータの利活
用が可能になります。よって国の規則で定める
基準に従って加工する技術の確保と情報の適切
な管理が非常に重要になります。
行政機関等匿名加工情報の提供の有無は、個人
情報ファイル簿に記載され公表されるととも
に、その募集提案等の状況は、審議会への報告
を求め、公開資料となります。

●　項目５　訂正及び利用停止請求

●　項目６　個人情報ファイル簿、個人情報取扱事務目録

●　項目７　行政機関等匿名加工情報提供制度

主な御意見の要旨 御意見に対する考え方
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・

・

・

論点１　審議会の役割
個人情報保護委員会だけで、地方公共団体
の個人情報保護制度の適切な運用体制を確
保できるとは思えない。引き続き、審議会
が第三者機関としての役割を発揮する必要
がある。
個人情報の適正な取扱いを確保するための
役割を審議会に担わせることに賛成であ
る。
個人情報保護委員会があるため、審議会は
不要である。

・ 現在の審議会の関与は、大きく次の二つに分か
れます。
①保護制度運営に関する重要事項等について、
諮問に応じ、調査、審議すること
②個人情報の保護に関する個別事項について意
見を述べること
（個別事項とは、本人外収集、センシティブ情
報の収集、目的外利用・提供、電算機処理等）
改正法の下では、①については引き続き重要な
役割を担いますが、②については改正法の全国
共通ルールの設定という趣旨から、関与する件
数は減少していくと思われます。
現行制度では、条例で示された上記の個別事項
の類型に該当すれば審議会に意見聴取すること
が要件となっていましたが、新制度では、例え
ば、国のガイドラインが想定していない特別な
ケースなどについての運用上の留意点について
意見聴取を行ったうえで、その意見を参考に実
施機関が判断を行うことが考えられます。
改正法が否定している「個別事案の適否の判断
について審議会への諮問」には当たらない形
で、審議会はその役割を担っていきます。

●　項目８　審議会の役割

主な御意見の要旨 御意見に対する考え方
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・
死者に関する情報の取扱い
死者に関する情報の取扱いはどのようにな
るのか。

・ 令和５年度以降の死者に関する情報の取扱い
は、「当該情報が同時に遺族等の生存する個人
に関する情報であって、当該生存する個人を識
別することができる場合に限り、当該生存する
個人にとって『自己を本人とする保有個人情
報』に該当し、当該生存する個人による開示請
求の対象となる」と国から示されており、京都
市でもこの考えを基本とすることが望ましいと
考えています。

・
新条例の適用対象
新条例の適用対象について、地方独立行政
法人については適用対象となるのでしょう
か。議会だけでなく、地方独立行政法人に
ついても共通の部分は同じルールが良いと
思います。

・ 京都市がその設立に関与している３つの地方独
立行政法人（市立病院、市立芸術大学、産業技
術研究所）については、京都市と一体性を持っ
て事務を行う組織であるため、新条例の実施機
関に位置づけられるべきです。

・
目的外利用・提供の制限
目的外利用・提供に係る「相当の理由」や
「特別の理由」については、適正に判断す
る必要がある。ガイドライン等による考え
方を実施機関の担当職員にしっかり周知す
ることや、実施機関が制度所管部局に協議
することなどにより、運用の実効性を高め
る必要がある。

・ 適切な法執行のために、個人情報保護委員会が
示した考え方を、運用マニュアル等で京都市が
職員間でしっかりと共有していくことが必要で
あると考えます。

・

・

委託等に伴う措置・従事者の義務
個人情報に限らず、近年問題になるのは制
度や条例そのものではなく、運用に当たっ
ての担当部局、担当者、関係者のモラル、
セキュリティの考え方ではないか。
尼崎市では、個人情報が入ったＵＳＢメモ
リの紛失が発生し、テレビ、新聞等で大き
く取り上げられた。改正法、新条例の下
で、安全管理どのように行われるのか、気
になる。

・

・

個人情報に関わる業務を委託により行う時は、
改正法、新条例の規定だけで実務が円滑に進ん
でいくものではなく、契約等で具体的に適正な
事務のあり方を取り決めることが重要です。委
託事業者との契約書の記載を充実させることを
提言します。
他都市の事例を他山の石として、新たな制度の
下では情報セキュリティ対策をはじめとした一
層の安全管理措置に対する厳正な職員意識の徹
底が必要と考えています。

・
オンラインによる請求・開示手続
開示請求手続の電子化を早く進めてほし
い。

・ 電子申請による個人情報の開示請求について
は、市民の権利確保の手段がより充実するとい
う観点で整備されることが望ましいものです。
しかし、個人情報を厳正に守るという観点から
は、本人確認を厳格に行う必要があるという問
題点も含まれています。京都市には利便性の確
保と権利の保護という両方の視点で、慎重な検
討を求めます。

主な御意見の要旨 御意見に対する考え方

　３　運用事項について
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・
訂正請求における事実を証する資料の添付
訂正請求時に、事実に合致することを証す
る資料の添付を求めることは、市民に過度
な負担を課すことになると思います。

・ 事実を証する資料の添付を求めることは、正し
い訂正事務を速やかに進めるためのもので、請
求者の利益に繋がるものです。なお、事実を証
する資料の提出は義務ではありません。

・

・

行政機関等匿名加工情報の提供
匿名加工情報制度は、市民へのわかりやす
い説明と適切に制度を運用することが京都
市の責任である。
匿名加工情報は積極的に活用してもらいた
い。特に学術目的での活用は推奨してもら
いたい。

・

・

審議会としても、行政機関等匿名加工情報を適
正に運用していくことは、個人情報の保護と利
活用のバランスの点で重要な事項と捉えていま
す。匿名加工情報の提供では、具体的な審査体
制の構築等、運用面での規定整備が自治体に委
ねられており、京都市には適正な仕組みづくり
を求めてまいります。
審議会では、京都市の特性をいかし、学術研究
機関での利用がなされることが重要であると提
言します。

主な御意見の要旨 御意見に対する考え方
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